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令和 5 年度 第 8 回 機械流通委員会議事録 

開催日時 令和 6 年 3 月 6 日（水）午前 10 時 30 分から 

開催場所 Zoom(Web 会議システム) 

 

第 1 号議案「後日書類」提出方法の WEB 化及び新規取扱主任者の「住所把握」方法に関する件 

⒈ 後日書類の提出方法の WEB 化に関する件 

事務局より、先般中部遊商から WEB システム上での後日書類の提出機能の構築が完了し

たとの連絡があり、当組合における対応を検討していたがその内容が報告され、それに基づ

き、当組合における運用方法を協議した結果、次のとおり理事会に報告することとなった。 

⑴ 運用開始時期等について 

システム上の操作は、WEBによる移動申請と基本的な操作方法は同じであるため、テスト

運用はせずに、令和 6 年 3 月 18 日(月)の後日書類提出分から全社一斉運用とすることが了

承された。 

また、販社アカウントへの後日書類提出機能の追加日は 3 月 15 日(金)とすることが併せ

て了承された。 

なお、同運用に係る説明会を、同年 3 月 14 日(木)午後 3 時 30 分より Zoom(Web会議シス

テム)にて各社書類担当者を対象に開催することとした。 

 

⑵ システム上で提出された後日書類一式の原本の取扱いについて 

システム上で提出した後の「後日書類一式」（セキュリティシール等含む）の原本は、一

旦、販社保管となるが、各社において後日書類の組合審査進捗状況をシステム上で確認し、

審査完了を確認し次第、適宜廃棄することが確認された。 

 

⑶ システム上で作成される理由書について 

後日書類の提出時に限り、システム上で「理由書」欄があるが、単に理由内容が記入でき

るのみであり、これまでの理由書にある事項が全てなく「理由書」とは言えないため、当該

理由書は使用せず、従前通りの様式を使用して理由書を作成することが了承された。 

 

⑷ システム上での QR データの結合等について 

システム上で後日書類を提出する際、納品時の QR データの結合が必要になるが、「納品」

で送信すべきところを誤って、「事前点検」又は「認定」で送信したとしても、システム上

で結合が可能であるため、誤送信した場合に限り、データ結合を可能として QR 再送信を不
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要とし、理由書については、従前の様式を用いて作成し、後日書類と一緒に提出することが

了承された。 

また、誤送信した場合に限った例外的な措置であるので、正しい QR送信を徹底すること、

当該事案による最初の事案が発生してから 1 年以内に、その事案を含め 3 件に達した場合

は、機械流通委員会での指導の対象とすることが了承された。 

 

⒉ 新規取扱主任者の「住所把握」方法に関する件 

前回の委員会で継続審議としている、新規取扱主任者の住所把握方法について、事務局よ

り、各単組の把握方法を確認した結果、各単組いずれも申請書に設けられた住所欄により把

握していること、一単組のみ住所が記載された公的証明書の写しを提出させていることが

報告され、協議した結果、公的証明書の提出までは不要とし、身分証明書申請(更新)書に

「住所欄」を設けて住所を把握することが異議なく了承された。 

また、身分証明書申請(更新)書は「身分証明書等取扱規約」に規定されている様式である

ため、同申請書に住所欄を追加するにあたり、理事会(3 月 15 日)へ上申し総会に付議する

ことが了承された。 

なお、総会における議決を得るまでに、新規研修への受講申請があった場合は、現様式の

身分証明書申請(更新)書の欄外に住所を要請して記入していただくことが了承された。 

 

第 2 号議案 令和 5 年度「支出結果」及び令和 6 年度「活動事業計画及び予算計画」に関する件 

事務局より、次表のとおり、令和 5 年度支出結果及び令和 6 年度活動事業計画及び予算計

画案の説明があり、予算案について協議の結果、本年度と同額とすることが異議なく了承さ

れ、理事会に報告することとなった。 
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第 3 号議案 その他 

事務局より、QR 送信用携帯端末の「作業者登録」アプリの更新作業についての説明があり、

令和 6 年 3 月 11 日(月)午前 10 時以降、端末所持者自身で、都合の良い時にアプリの更新を

行う通知を発出することが確認された。 

以上 

 


